
                          新旧対照表                           （別紙３） 

【武器等の輸出規制に係る審査等の充実強化について（昭和 56 年 6 月 12 日蔵関第 671 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 改正後 改正前 

２．本取扱いの対象となる貨物 

本取扱いの対象となる貨物（以下「武器関連貨物」という｡）は、輸出

統計品目表のうちの次に掲げる品目に該当する貨物とする。 

ただし、輸出許可証又は輸出承認証若しくは非該当証明書を添付して申

告される貨物を除く。 

イ．及びロ． （省略） 

 

２．本取扱いの対象となる貨物 

本取扱いの対象となる貨物（以下「武器関連貨物」という｡）は、輸出

統計品目表のうちの次に掲げる品目に該当する貨物とする。 

ただし、輸出許可証又は輸出承認証若しくは非該当証明書を添付して申

告される貨物及び包括事前審査制度適用貨物を除く。 

イ．及びロ. （同左）  

 

 


